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実に職務を遂行しなければならないことが明確に規定されました（児童福祉法第４４

条の３）。 
都道府県においては、このような基本となる考え方を踏まえ、子どもの福祉を守る

という観点から、被措置児童等の権利が侵害されている場合や生命や健康、生活が損

なわれるような事態が予測されるなどの場合には、被措置児童等を保護し、適切な養

育環境を確保する必要があります。また、不適切な事業運営や施設運営が行われてい

る場合には、事業者や施設を監督する立場から、児童福祉法に基づき適切な対応を採

る必要があります。 
本ガイドラインは被措置児童等虐待に着目したものであることから、指導監査全般

に係る具体的内容には言及していませんが、都道府県における指導監査体制を見直し、

各施設等におけるケアの質についても適切に監査を行い、施設等と関係機関がケアの

質についての理解・認識を高めながら改善を図ることも重要です。 
  
   児童の権利擁護を図り、児童の福祉の増進を進めることが目的であることをすべて

の関係者がしっかりと認識し、法律事項についてはもちろんのこと、運用面での取組

も含め、被措置児童等虐待の発生予防から早期発見、迅速な対応等のための様々な取

組が総合的に進められることが重要です。 
 
 
２．基本的な視点 

 
１）虐待を予防するための取組 

 
     被措置児童等の中には、保護者から虐待等を受けて心身に深い痛手を受け、保

護された子どももおり、またそのような背景はなくとも、施設職員等から虐待等

を受けた場合の心の傷は計り知れないものがあります。したがって被措置児童等

虐待への対応で最も重要な課題は、子どもの権利擁護の観点からの被措置児童等

虐待を予防するための取組であるといえます。 
     被措置児童等虐待の予防については、直接的に被措置児童等虐待に対応すると

いう観点だけではなく、被措置児童等に対するケアについて、組織として対応し、

常日頃から、複数の関係者が被措置児童等の様子を見守り、コミュニケーション

がとれる体制を作ること等、ケアの質の向上や、施設等における適切な体制整備

を進めることが被措置児童等虐待の予防へつながることになります。 
     具体的には、施設等での養育実践において負担が大きいと感じている職員や経

験の浅い職員などに対し、施設内でアドバイスすることや、里親に対し、里親支

援機関や里親会などが関わること等により、施設職員等が一人で被措置児童等を

抱え込まず、複数の関係者や機関が被措置児童等に関わる体制が必要です。 
     また、被措置児童等からの苦情や要請に対して適切に解決に努めるため、施設

においては、苦情解決体制（苦情解決責任者、第三者委員の設置等）を確保する

ほか、第三者による評価を導入するなどの取組が必要です。 
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